


1.骨系統疾患の定義 

先天的あるいは後天的な骨・軟骨の形成・発育異常による全身骨格の形態的・構造的異常

が骨系統疾患である。これには、傷病片が骨・軟骨に存在するか、主要な症状の一つ以上

が骨病変である疾患が含まれるので、奇形症候群、代謝病、内分泌疾患などもこれに含ま

れることになる。 


